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第１章　計画の見直しにあたって

１　計画見直しの趣旨

　我が国では、1998年（平成10年）以降、毎年３万人を超える方が自殺により亡くなる状況が続いて

いました。かつて「個人の問題」として認識されがちであった自殺は、2006年（平成18年）の自殺対

策基本法（以下「基本法」）の施行・2007年（平成19年）の自殺総合対策大綱（以下「大綱」）の策

定以降、広く「社会の問題」として認識されるようになりました。

　「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、国を挙げて「生きることの包括的な支

援」として総合的に自殺対策の取組が推進されるようになった結果、自殺者数が2万人台にまで減少す

るなど、着実に取組の成果が現れてきてはいますが、依然として毎年多くの方が自殺により命を落とさ

れている状況に変わりはありません。更には、2020年（令和２年）の新型コロナウイルス感染症拡大

の影響等を受けて、自殺の要因となる様々な問題が悪化したことから、特に、女性と小中高生の自殺者

数が増加する等の憂慮すべき事態が生じています。

　こうした状況を受け、2022年（令和４年）に閣議決定された第４次大綱では、これまでの取組の充

実に加え、子どもや若者・女性に対する自殺対策の更なる推進・支援の強化に取り組む等の施策が新た

に位置づけられました。

　また、2025年（令和６年）には小中高生の自殺者数が過去最多の529人になるなど、子どもの自殺者

数の増加傾向が続く極めて深刻な状況に対処するため、2025年（令和７年）６月に改正された基本法

では、子どもに係る自殺対策を推進するための体制整備やデジタル技術を活用した施策の展開などにつ

いても盛り込まれたところです。

　本市においては、国の定める基本法及び大綱の趣旨を踏まえ、2021年（令和３年）に『いのち支え

る宮津市自殺対策推進計画』を策定し、自殺対策に取り組んできましたが、毎年、自殺により尊い命が

失われている状況が続いています。

　近年の本市の実情及び国・府等が実施する対策の動向を踏まえ、悩みを抱えた方々が孤立することな

く、全ての市民がいつまでも安心して生活できるよう「宮津市自殺対策推進計画」を改定し、「誰ひと

り自殺を考えない生き心地のよいまち　みやづ」の実現を目指して取り組みます。

２　計画の位置づけ

　本計画は、2025年（令和７年）６月に改正された自殺対策基本法の趣旨を踏まえ、同法第13条第２

項に基づき、国の「自殺総合対策大綱」及び「京都府自殺対策推進計画」に地域の実情を勘案して宮津

市の自殺対策について定めるものです。

　また、本計画は、「宮津市総合計画」を最上位計画とし、「宮津市地域福祉計画」等その他の関連計

画との整合性を図るものとします。

３　計画の期間

　自殺総合対策大綱がおおむね５年を目途に見直すこととされていることから、本計画の期間は、

2026年度（令和８年度）から2030年度（令和12年度）までの５年間とします。

　なお、計画の取組状況や課題整理等の進捗管理を行うとともに、「自殺対策基本法」、「自殺総合対

策大綱」等が改正された場合は、社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととしま

す。
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区分

宮津市

京都府

全　国

　本計画においては、「自殺」、「自死」の用語について様々な意見があることを踏まえ、国及び京都

府における用語の使用や、NPO法人全国自死遺族総合支援センターの「自死・自殺の表現に関するガイ

ドライン」などを参考に、（1）行為を表現するときは「自殺」、（２）遺族や遺児に関する表現は

「自死」、（３）法令等の用語を引用する場合は「自殺」を使用することとします。

（2025年）10.2以下

（2026年）13.0以下

6.1（１人） 28.7（５人）

13.9（352人） 14.7（376人）

16.4（20,320人）

４　計画の数値目標

　国の定める第４次自殺総合対策大綱では、「2026年（令和８年）までに、自殺死亡率（人口10万人

当たりの自殺者数）を2015年（平成27年）と比べて30％以上減少させること」を自殺対策の目標とし

ています。（自殺死亡率：2015年：18.5　→　2026年：13.0以下）

　本市においては、前計画を引き継ぎ、自殺死亡率0.0を目指して自殺対策を推進します。

指標

５　「自殺」「自死」の用語の使用について

６　SDGｓ（持続可能な開発目標）との関連について

　本市の最上位計画である宮津市総合計画では、国の示すSDGｓの方向性に沿って各種施策を総合的に

講じ、「誰一人取り残さない」持続可能なまちづくりを目指しています。

　本計画においても、関係するSDGｓの17の目標を設定して各施策に取り組みます。

（2030年：第２次）　0.0

自殺死亡率

(人口10万対)

16.7（21,007人）

第１章　計画の見直しにあたって

目標値
現状値［2024年］
（自殺者数）

参考［2021年］
（自殺者数）

2



  (１) 自殺者数・自殺死亡率の推移

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

自殺者数 2 5 2 1 2 4 5 3 1 1

自殺死亡率 10.3 27.8 16.9 5.8 11.0 22.5 28.7 17.6 5.9 6.1

自殺者数 424 399 368 343 323 355 376 375 410 352

自殺死亡率 16.2 15.3 14.2 13.2 12.5 13.8 14.7 14.7 16.2 13.9

自殺者数 24,025 21,897 21,321 20,840 20,169 21,081 21,007 21,881 21,837 20,320

自殺死亡率 18.9 17.3 16.8 16.5 16.0 16.7 16.7 17.5 17.6 16.4

  (２) 性別・年代別の自殺者数・割合

第２章　自殺の現状等

（表1）資料：＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

１　過去10年間に見る宮津市の自殺の状況

　自殺者数は、2016年（平成28年）の５人をピークに減少傾向にありましたが、コロナ禍の2020年

（令和２年）から2022年（令和４年）までの３年間は、増加に転じ、自殺死亡率は全国・京都府より

も高くなりました。その後は再び減少し、自殺者数は1人で推移、自殺死亡率は全国・京都府より低い

数値となっています。（図１）（表1）

　自殺者数は、全体で50歳代が多く、特に男性では40歳代、50歳代、70歳代が多くなっています。年

代別では、20歳代から50歳代が約７割（69.2％）を占め、60歳以上（26.9%）を大きく上回っていま

す。（図２）

（図２）資料：＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

（図１）資料：＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

宮津市

京都府

全国

［図１］自殺死亡率の推移
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（図１）
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（図３）＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

（４）自殺者における自殺未遂歴の有無

　自殺者全体における自殺未遂歴の有無では、23.5％が未遂歴「あり」となっています。（図４）

（図４）＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

（５）職業別の自殺者数の割合

　宮津市の自殺者の職業別の割合では、有職者の自殺の割合が52.9％となっており、無職者よりも高い

割合となっています。全国の割合と比較しても、有職者の自殺の割合は高い状況にあります。無職者の

中では、年金・雇用保険等生活者が23.5%と最も多く、次いでその他の無職者が17.6％となっていま

す。（図５、図６）

（図５、図６）＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

第２章　自殺の現状等

（３）原因・動機別の自殺の割合

　原因・動機別の自殺の割合では、不詳を除き、経済・生活問題が20.0%と最も多く、次いで健康問題

が15.0%、勤務問題が10.0%となっています。（図３）
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0.0%
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0.0%

無職者
47.1％

有職者

37.9%

学生生徒等

4.4%
主婦

5.4%
失業者

4.0%
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【全国】 【宮津市】(図５) (図６)

（図４）

（図３）
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  （１）宮津市の主な自殺の特徴

自殺者数

5年計
割合

3 20.0

3 20.0

2 13.3

2 13.3

1 6.7

  （２）職業・同居の有無別状況

2位:男性40～59歳有職同居 39.3
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み→仕事の失敗→うつ

状態→自殺

第２章　自殺の現状等

２　地域自殺実態プロファイルによる宮津市の分析

　自殺総合対策推進センターの分析から、2019年（令和元年）から2023年（令和５年）の５年間にお

いて自殺者数の多い上位５区分が地域の主な自殺の特徴として抽出されました。（表2）

（個別集計（自殺日・住居地、2019～2023年合計））

上位5区分
自殺死亡率

（10万対）
背景にある主な自殺の危機経路

1位:女性40～59歳有職同居 48.8 職場の人間関係＋家族間の不和→うつ状態→自殺

3位:男性40～59歳有職独居 151.0
配置転換（昇進/降格含む）→過労+仕事の失敗→うつ状態+

アルコール依存→自殺

4位:男性60歳以上無職独居 109.2
失業（退職）+死別・離別→うつ状態→将来生活への悲観→

自殺

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕

事の失敗→うつ状態→自殺／②【非正規雇用】(被虐待・高

校中退)非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺

（表2）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター

（図８）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター

5位:男性20～39歳有職独居 111.6

　2019年（令和元年）から2023年（令和５年）の自殺者15人の職業の有無別、同居人の有無別の自殺

者割合では、男性、女性ともに、40～59歳の有職者・同居が最も高く、国と比較しても高くなってい

ます。（図７、図８）

（図７）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター
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  （３）勤務・経営関連

  （４）高齢者関連

100.0%

全国割合

39.5%

60.5%

100.0%

第２章　自殺の現状等

　職業別の自殺の内訳では、有職者が66.7%と無職者の33.3%を大きく上回りました。全国の割合は

有職者より無職者の方が多く、逆転しています。（表３）

（図９）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター

（図10）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター

（参考）宮津市と全国の高齢化率（図11）

（図11）資料：健康・介護課

（表3）資料：地域自殺実態プロファイル（2024）いのち支える自殺対策推進センター

　60歳以上の高齢者の同居の有無別状況では、男性の70歳代以上において「独居」の割合が高く、い

ずれも全国の割合を上回っています。（図９、図10、図11）
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同居 独居 同居 独居 同居 独居

60歳代 70歳代 80歳以上

宮津市 全国

33.3 33.3 33.3 

13.1 10.2 
14.8 

8.8 
12.2 

5.4 

0

10

20

30

40

同居 独居 同居 独居 同居 独居
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宮津市 全国

(％)

(％)

(図11)

(図10)

(図９)

(％)

【男性】

【女性】
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　自殺の実態はひとつではなく、多くの場合、多様な要因が重なっていると言われています。

　図12はNPO法人自殺対策支援センターライフリンクが行った実態調査から見えてきた「自殺の危機経

路（自殺に至るプロセス）」です。マルが大きいほど、その要因を抱えていた頻度が高いということで

あり、矢印の太さは因果関係の強さを示しています。

　 自殺に至る要因で最も大きいものとしては「うつ状態」ですが、「うつ状態」に至る過程において、

様々な要因が重なり合い連鎖していることが見てとれ、自殺者は平均４つの要因を抱えていたことが分

かっています。

第２章　自殺の現状等

（５）自殺の実態や要因に関する分析

（図12）資料：NPO法人自殺対策支援センターライフリンク作成

自殺は、平均すると4つの要

因が複合的に連鎖して起きて

いる(図12)
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３　各種アンケート調査結果による現状

　各種アンケート調査結果等から、それぞれ市民が抱えている悩みやストレス等に関する現状を把握し

ました。

  （１）いじめについて

第２章　自殺の現状等

　市内全小中学校で実施される全国学力・学習状況調査の児童生徒質問調査では、“人が困っていると

き、進んで助けているか”の質問に対し、“当てはまる”、“どちらかといえば当てはまる”と答えた小学校

6年生は95.9%、中学校3年生は92.2%でした。また、“いじめはどんな理由があってもいけないことだ

と思うか”の質問では、“当てはまる”、“どちらかといえば当てはまる”と答えた小学校6年生は95.8%、

中学校3年生は100%でした。（図13、図14）

（図13、図14）資料：教育委員会事務局学校教育課（全国学力・学習状況調査　児童生徒質問調査）［R７］

  （２）こころの状態について

　産婦健診者（79人）を対象に実施したこころの健康チェックの結果では、“産後うつの可能性が高い”

人は7.6%（６人）となりました。（図15）

※エジンバラ産後うつ病質問票において、

「9点以上」若しくは「質問項目（10）の

点数１点以上」の場合、産後うつの可能性

が高いものとして集計。

（図15）資料：健康・介護課（こころの健康チェック）［R７］

産後うつの

可能性が高い

7.6%

産後うつの

可能性が低い

92.4%

95.8 

100.0 

90.0 95.0 100.0

小学校6年生

中学校3年生

当てはまる・どち

らかといえば当て

はまる

95.9 

92.2 

90.0 92.0 94.0 96.0 98.0

小学校6年生

中学校3年生 当てはまる・どちらか

といえば当てはまる

【(図15)こころの健康チェック／産婦健診者】

(%)

【(図13)人が困っているときは、進んで助けていますか】

(%)

【(図14)いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思

いますか】
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第２章　自殺の現状等

　子育てをする上で、気軽に相談できる人（場所）の有無では、就学前児童の保護者で91.6%、小学生

児童の保護者で87.7%が“ある”と回答した一方、“ない”と回答した人は、就学前児童の保護者で

8.0%、小学校児童の保護者で12.3%となりました。（図17、図18）

（図17、図18）資料：社会福祉課（宮津市子ども・子育て支援事業計画アンケート調査）［R5］

  （３）相談先・相談相手・隣近所との付き合いについて

　65歳以上の要介護認定を受けていない市民を対象に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で

は、この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったことがあったと回答された方は、全体

で39.4%、年代別では85～89歳で41.0%と最も多くなっています。（図16）

（図16）資料：健康・介護課（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）【R4】

39.4

40.8

39.8

37.8

39.5

41.0 

36.9

55.4

56.4

56.8

57.0 

54.3

50.0 

50.3

5.3

2.9

3.5

5.2

6.2

9.0 

12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

はい いいえ 無回答

ある 87.7%

ない
12.3%

ある 91.6%

ない
8.0%

無回答 0.4%

【(図17)子育てをする上での相談先の有無／

就学前児童の保護者】

【(図18)子育てをする上での相談先の有無／

小学校児童の保護者】

【（図16）気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったことがあったか／65歳以上の要介護認定を受けていない市民】
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（図21）資料：健康・介護課（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）【R４】

第２章　自殺の現状等

　“子どもをみてもらえる親族・知人はいない”人の子育てに対する気持ちについては、就学前児童の保

護者で“少し不安を感じる”、“とても不安を感じる”と回答した人の割合は32.0%、小学校児童の保護者

で44.0%となりました。（図19、図20）

（図19、図20)資料：社会福祉課（宮津市子ども・子育て支援事業計画アンケート調査）［R5］

　あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人の設問では、“そのような人はいない”の割合が4.0%と前回

調査より0.2ポイント減少しました。（図21）

53.1

42.7

13.2

4.0 

53.4

44.3

13.2

4.2

0 10 20 30 40 50 60

配偶者

友人

近隣

そのような人はいない

今回調査

前回調査

とても楽しい
20.0%

楽しい
32.0%

少し不安又は

負担を感じる
16.0%

とても不安又は

負担を感じる
28.0%

どちらとも

いえない
4.0%

とても楽しい
20.0%

楽しい
36.0%

少し不安又は

負担を感じる
24.0%

とても不安又は

負担を感じる
8.0%

どちらとも

いえない
12.0%

【(図19)子どもをみてもらえる親族・知人はいない人の

子育てに対する気持ち／就学前児童の保護者】

【(図20)子どもをみてもらえる親族・知人はいない人の

子育てに対する気持ち／小学校児童の保護者】

【(図21)心配事や愚痴を聞いてくれる人／65歳以上の要介護認定を受けていない市民】

(％)
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　18歳以上の市民を対象に実施した地域福祉アンケート結果では、“隣近所とどの程度付き合いがある

か”の設問に対して、“あいさつする程度”が32.2%と一番多く、次いで、“立ち話をする程度”が29.4％

でした。一方、“ほとんど付き合いがない”という方が2.4％ありました。（図22）

（図22）資料：社会福祉課（地域福祉計画アンケート調査）【R5】

　40歳から75歳未満の市民（国民健康保険加入者）を対象に健康診断問診票で生活習慣を調査した結

果、“睡眠で十分な休養がとれていますか”との質問で“いいえ”と回答した人の割合は24.6%となりまし

た。また、前年の同調査においても“いいえ”と回答された人の割合は23.3%でした。（図23）

（図23）資料：健康・介護課（健康診断問診票）【R６】

  （４）睡眠について

第２章　自殺の現状等

はい

75.4%

いいえ

24.6%

32.2%

29.4%

22.7%

13.3%

2.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

あいさつする程度

立ち話をする程度

困った時に助け合える関係

普段から気楽に行き来できる関係

ほとんど付き合いがない

【(図22)隣近所とどの程度付き合いがあるか／18歳以上の市民】

【(図23)睡眠で休養が十分とれいているか／40~75歳未満の国保加入者】
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■基本施策

第３章　これまでの取組と評価

１　計画の数値目標

　「第１期宮津市自殺対策推進計画」では、本市の自殺死亡率を2025年（令和７年）までに0.0にする

ことを目標としていました。コロナ禍においては自殺者数の増加が見られましたが、その後減少へ転

じ、2023年（令和５年）及び2024年（令和６年）の自殺者数は１人となりました。2025年（令和７

年）については、９月末時点で自殺者数１名・自殺死亡率6.1（４月末暫定値）が公表されており、目

標値を達成する事ができない見込みとなりました。

第１期計画　目標値

３人

１人

17.6

5.9

１人

２０２２年　実績値

２０２３年　実績値

２０２４年　実績値

（１）各世代ごとのニーズ

把握を踏まえた全世代への

包括的支援体制の構築

◆自殺の要因は世代によって異なることが多いことか

ら、各人が抱える悩みやニーズを学齢期、青年期・成人

期、高齢期で分類し、世代に応じた手法（相談窓口やア

ンケート調査等）で状況の把握を行い、関係部署・関係

団体間で情報を共有するとともに、課題解決に向けたサ

ポート体制を整えて支援を行いました。

【主な個別事業】

〇教育相談室「こころのまど」〇適応指導教室「こころ

のひろば」〇スクールカウンセラーの配置〇いじめに関

する調査研究の実施〇健康相談・訪問事業〇産後ケア事

業〇権利擁護業務〇個別ケア会議の開催

（２）自殺の社会的要因の

把握と地域の実態把握及び

情報共有

◆宮津市自殺対策推進協議会において、本市の自殺の状

況・各施策の取組状況・地域の動向等について情報を共

有し、自殺を防ぐために取り組むべき事業等についての

検討を行いました。

【主な個別事業】

〇宮津市自殺対策推進協議会〇宮津市自殺対策庁内連絡

会議

＜基本方針１＞

生きることの包括的な支援

として推進

※厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」参照

２　基本施策と重点施策の実施状況

　基本理念「誰ひとり自殺を考えない 生き心地のよいまち みやづ」を実現するため、４つの基本方針

とこれに対応する「基本施策」、そして、本市の自殺の特徴から作成された「地域自殺実態プロファイ

ル」に基づく「重点施策」を設定し、自殺者を低減するため各事業に取り組みました。一部の事業を除

き、概ね予定どおり実施することができました。

　また、庁内各部署・関係団体においては、「いのち支える相談窓口」として相談者の悩みに寄り添

い、解決に向けて関係機関が連携する等、総合的な自殺対策の推進に向けて取り組みました。

基本方針 基本施策 取組状況

6.1

自殺者数

２人

４人

５人

自殺死亡率

0.0

22.5

28.7

２０１９年　実績値

２０２０年　実績値

２０２１年　実績値

11.0
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◆「ささえあい 安全に安心して暮らせる 福祉のまち み

やづ」を基本理念とする本市の地域福祉計画の下、福祉

の各分野が横断的に連携して施策を展開し、自殺対策を

効果的・効率的に進めました。

【主な個別事業】

〇地域福祉活動の推進〇障害者支援の推進〇生活困窮者

支援の推進〇子ども・子育て支援の推進〇高齢者支援の

推進〇健康づくりの推進

（３）自殺リスクの高い人

の状況や要因を踏まえた効

果的な対策の推進

◆精神疾患のある人やその家族、また、生活困窮に陥っ

た人の課題解決のため、適切な専門窓口に繋ぎ、サービ

スの利用を促すとともに、こころの健康が保てるよう継

続的な相談支援を行いました。

【主な個別事業】

〇精神保健医療福祉サービスによる支援〇生活困窮者自

立支援事業〇こども家庭センターにおける相談業務

◆相談窓口を明確にするため、相談窓口一覧を作成・配

布し、周知に努めました。

◆各相談窓口においては、相談者に寄り添い、関係部署

と連携した支援を行いました。

◆自殺の危険性の高い人を早期発見・早期対応できる人

材を育成するため、市職員及び福祉・教育関係団体の職

員を対象にゲートキーパー養成研修を実施しました。

◆悩みの背景にある社会的な課題への認識を深めるた

め、各団体において各種の研修会を実施しました。

◆自殺未遂者や自死遺族に対する支援については、個人

情報保護の観点から対象者を把握することができず、具

体的な実施には至っていません。

【主な個別事業】

〇自殺予防パンフレットの配布〇街頭啓発による自殺予

防・相談窓口の周知〇市民困りごと相談〇民生委員・児

童委員による相談援助〇福祉なんでも相談窓口（社会福

祉協議会）

（６）つながりを大切にし

た生き心地のよい地域社会

とネットワークの構築

◆宮津市・各団体・地域住民が連携して総合的な自殺対

策に取り組めるよう、人と人とのつながりを大切にした

地域づくりに取り組みました。

【主な個別事業】

〇民生委員・児童委員による地域活動支援〇障害者自立

支援協議会〇青少年問題協議会〇人権教育・啓発の推進

〇要保護児童対策地域協議会〇地域包括支援センター〇

みんなで支えあう丹後こころの支援ネットワーク

＜基本方針３＞

地域住民や民間の団体との

協働や地域のつながりを駆

使した支援の推進

＜基本方針２＞

関連施策との連携による総

合的な対策の推進

（４）地域福祉計画が上位

計画とされた趣旨を踏まえ

た分野横断的な総合的対策

の推進

第３章　これまでの取組と評価

（５）相談・支援体制の周

知・充実と人材の育成
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■重点施策

重点施策 取組状況

◆一人ひとりが意欲を持って働き、心身の健康や豊かさを実感しながら暮らせるよ

う、行政や地域の各団体が協働して勤務問題による自殺リスクの低減に向けた取組を

実施しました。

【主な個別事業】

〇ワーク・ライフ・バランス推進のため、働き方改革をテーマにした企業向け研修会

等の実施

〇様々な労働問題について、弁護士や専門の司法書士による法律相談会の実施

〇専門相談員等による経営などの相談指導（宮津商工会議所）

〇企業や事業所等へのメンタルヘルス研修に関する情報提供

（１）勤務問題対策

（７）心の健康づくりと啓

発の周知

◆日々の生活における楽しみや生きがいづくりの場とし

て各地域が実施するサロン活動や居場所づくり事業等へ

の支援を行いました。

◆自殺に対する正しい理解を促すとともに、悩みがある

人の早期発見・早期支援のため、街頭啓発やゲートキー

パー養成研修等を実施しました。

◆困りごとを抱える人が一人で悩むことなく誰かに助け

を求められるよう、各世代毎の相談員を担当窓口に配置

し、相談業務を行いました。

【主な個別事業】

〇地域サロン活動〇居場所づくり事業〇健康相談〇ケア

マネジャーの配置〇スクールソーシャルワーカーの配置

＜基本方針４＞

実践と啓発を両輪として推

進

（２）生活困窮者、無職

者、失業者対策

◆生活困窮者、無職者、失業状態にある方が抱える問題は、単に経済的な課題だけで

なく複合的な課題の結果生じている場合が多いため、経済的な支援を行うだけでな

く、生活面・こころの健康面も含めて生きること全般に対する包括的な支援を行いま

した。

【主な個別事業】

〇生活困窮者自立相談支援事業「くらしの相談窓口」（宮津市社会福祉協議会）にお

ける相談業務

〇生活福祉資金貸付事業による経済的支援（宮津市社会福祉協議会）

〇生活保護受給者の生活の自立に向けた支援

〇生活が不安定な世帯への「くらしの資金」の貸付事業

〇低所得者世帯への「支援給付金」の給付事業

〇コロナ禍における「特例緊急小口資金」の貸付事業及び償還支援（宮津市社会福祉

協議会）

〇食料・生活支援物資の配布（宮津市社会福祉協議会）

第３章　これまでの取組と評価
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◆青少年期は精神的に不安定になりがちであるため、スクールカウンセラーが心のケ

アを必要とする児童生徒に対してアセスメントの実施や保護者面談を行う等、学校と

連携した支援を行いました。

【主な個別事業】

〇スクールカウンセラーによる児童生徒及び保護者への支援

〇不登校児童生徒支援として、宮津市教育支援センター教育相談室「こころのま

ど」、適応指導教室「こころのひろば」の開設

〇いじめに関する調査研究の実施

〇不登校児童生徒への校内フリースクールにおける学びの場の提供

〇みやづ子どもサポートセンター「ぽけっと」の開設

◆全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへの切れ目ない相談支援を行うため、「こども

家庭センター」の保健師・子ども家庭支援員を中心に、関係機関が連携して支援を行

いました。

【主な個別事業】

〇「こども家庭センター」における包括的支援体制の構築

〇宮津市子育て支援センター「にっこりあ」による子ども・子育て家庭の交流促進事

業や子育てに関する講習会の実施

〇企業や事業所ぐるみの子育て応援の推進（子育て応援事業所の認定など）

〇ボランティア団体による子ども食堂の運営と相談業務

（３）高齢者対策 ◆高齢者は、身体・精神の健康状態、世帯構成の状況等から孤独・孤立に陥る可能性

が高くなるため、行政・民間事業者・地域団体が連携し、高齢者の自立した生活を支

えるための包括的な支援を行いました。

【主な個別事業】

〇宮津市地域包括支援センターを拠点とした高齢者の生活全般に係る支援の実施

〇地域住民及び宮津市社会福祉協議会・宮津市による生活支援体制整備事業の実施

〇高齢者の尊厳と生活を守る権利擁護業務による支援

〇民生委員・児童委員による日常的な見守り活動及び相談支援・専門機関へのつなぎ

〇高齢者の閉じこもり予防・居場所づくりを目的として運営するサロン活動への支援

（４）青少年対策と子育て

期の若い保護者への支援

第３章　これまでの取組と評価
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　「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」です。また、自殺対策は、生きることの包括

的な支援を行うことであり、それは、生き心地のよい地域をつくることにつながるといわれています。

　本市の自殺対策（生きる支援）を推進する上で、人と人とのつながり、さらには、地域社会とのつな

がりや支え合い、関わりを大切にしながら、点から線へ、線から面へとつながる自殺対策のセーフティ

ネットとして、社会的な支援の手を差し伸べる体制をつくることが重要です。こうした考え方、また、

国の自殺対策大綱、府の自殺対策推進計画を踏まえ、以下の５項目を本市の自殺対策の基本方針としま

す。

基本方針１　－生きることの包括的な支援の推進－

　自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要

因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った

ときに自殺リスクが高まります。

　そのため、自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要

因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要がありま

す。

　自殺防止や遺族支援といった自殺対策に加え、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取組を総動員

して、まさに「生きることの包括的な支援」として本計画に定める施策を推進します。

基本方針２　－関連施策との連携による総合的な対策の推進－

　自殺を防ぎ、安心して生きられるようにしていくためには、精神保健的な視点だけでなく、福祉分野

を中心として社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、このような取組を包括的に実

施するためには、様々な分野の関係者がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという自覚のもと、密接

に連携して総合的に対策を推進します。

２　基本方針

１　基本理念

　誰ひとり自殺を考えない　生き心地のよいまち　みやづ

　一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、誰ひとり自殺を考えることなく、全ての市民がい

つまでも安心して生活ができ、生き心地のよいまち　みやづの実現を目指します。

第４章　計画の基本的な考え方
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基本方針４　－実践と啓発を両輪として推進－

　自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」であることから、そうした危機に陥

らないよう日々の生活など、普段から心の健康づくりを実践できる機会が重要です。一方で、危機に

陥った人の心情や背景が理解されにくいという現実もあることから、そうした心情や背景への理解を深

めることも含めて、誰かに援助を求めることが最善の方策であるということが、地域全体の共通認識と

なるように積極的に普及啓発を行います。

第４章　計画の基本的な考え方

基本方針３　－地域住民や民間の団体との協働や

　　　　　　　　　　　地域のつながりを駆使した支援の推進－

　「誰ひとり自殺を考えない社会」を実現するためには、本市だけではなく、国、府、近隣自治体、関

係団体、民間企業、そして市民一人ひとりが連携・協働して地域を挙げて自殺対策を総合的に推進する

ことが必要です。また、家族や地域社会との関わりを深め、人と人とのコミュニケーションを育む中

で、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、専門家につなぎ、見守ってい

けるような環境を構築します。

基本方針５　－自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮－

　本市をはじめ、関係機関・団体等の自殺対策に関わる者は、自殺対策基本法第９条において、自殺者

及び自殺未遂者並びにその家族・親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのな

いようにしなければならないと定められていることを踏まえ、このことを認識して自殺対策に取り組み

ます。
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重点分野
〇勤務問題対策　〇高齢者対策　〇生活困窮者・無職者・失業者対策

〇女性対策　〇子ども・若者対策

（３）住民への啓発と周知
①市民一人ひとりの気づきと見守り

　を促す取組

・いのち支える相談窓口【相談支援体制の充実等】

・情報発信・街頭啓発

（１）地域の実態把握と

　　　ネットワークの強化

①自殺に関する実態把握 ・宮津市自殺対策推進協議会

②地域におけるネットワークの強化
・地域福祉活動の推進

・みんなで支えあう丹後こころの支援ネットワーク

・ワーク・ライフ・バランスの推進

・事業主・中間管理職・労働者に対するメンタルヘルス対策

・労働相談事業

⑥女性への支援を推進する取組
・産婦健康診査事業（産後うつ対応事業）

・困難な問題を抱える女性への支援

（５）児童生徒のSOSの

　　　出し方に関する教育

①子ども・若者への支援を推進する

　取組

・ヤングケアラー支援

・子ども第三の居場所づくり事業

・いじめ防止対策の推進

・こども家庭センターの運営

（４）生きることの促進

　　　要因への支援

①心の健康を支援する環境の整備と

　心の健康づくりの推進

・精神保健医療福祉サービス

・こころの健康に関する支援

・LINE相談の周知

②社会全体の自殺リスクを低下させ

　る取組

・生活困窮者自立支援事業

・性的マイノリティ（LGBTQ+）対策

・多様な人々の繋がりによる子育て機運の醸成

③自殺未遂者の再度の自殺企図を防

　ぐ取組

・自殺未遂者への相談支援

・宮津市福祉・教育総合プラザにおける相談支援の充実

④遺された人への支援を充実する

　取組

・自死遺族への支援

・民生委員・児童委員による相談援助

⑤勤務・経営の対策を推進する取組

第４章　計画の基本的な考え方

３　施策体系
　国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、すべての市町村が共通して取り組むことが望

ましいとされている「基本施策」に基づき、本市における自殺の課題を整理した上で、５つの基本施策

に関連施策を位置付けるとともに、本市のこれまでの自殺の特徴及び自殺対策を進める上で重要な視点

を重点分野に置き、施策体系を構成します。また、個別事業（取組）は本市や関係団体等における実施

事業や新規事業を自殺対策と連携・推進するために各施策ごとに分類しています。

基本施策 関連施策 主な個別事業（取組）

（２）自殺対策を支える

　　　人材の育成

①自殺対策に係る人材の確保、養成

　及び資質の向上を図る取組

・職員の意識向上

・ゲートキーパー養成研修会
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②地域におけるネットワークの強化

取　組 内　容 担当課・団体

要保護児童への支援体制の充

実

要保護児童対策地域協議会により関係機関（保育所、幼稚園、学校、医

師会、民生委員・児童委員、弁護士、京都府、警察、法務局、消防等）

との連携を強化し、個々のケースに応じて迅速かつ適切な対応を図りま

す。

子ども未来課

宮津市自殺対策推進協議会

各関係団体で構成する宮津市自殺対策推進協議会を開催し、社会的要因

を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過など自殺の現状を共有すると

ともに、今後の自殺対策に向けたあり方等について協議・検討します。

社会福祉課

宮津市自殺対策庁内連絡会議
地域の自殺実態を統計的に分析し、地域の実情に応じた対策を企画・立

案、実施できる体制を整備します。
社会福祉課

　(1)　地域の実態把握とネットワークの強化

　自殺の背景には、様々な社会的要因が複雑に絡み合っているため、自殺対策には様々な視点を含む包

括的な取組が重要です。市役所内はもとより、市内の関係機関等が連携し、現状、課題等を明らかにし

ながら、自殺対策を効果的に推進します。

①自殺に関する実態把握

取　組 内　容 担当課・団体

第４章　計画の基本的な考え方

４　基本施策

子ども第三の居場所づくり事

業

生活や学習等の環境に課題や困難を抱える子どもや不登校（不登校傾

向）にある子どもを対象に、放課後等に安心して過ごすことのできる居

場所「子どもサポートセンター”ぽけっと”」を提供し、将来の自立につ

ながる力を身に付けることができるよう支援します。

学校教育課

いじめ防止対策の推進

宮津市いじめ問題対策連絡会議や宮津市いじめ防止対策推進委員会等を

組織し、いじめ防止等のための連携・対応を行います。

また、重大事態が発生した場合は宮津市いじめ調査委員会において、調

査・審議を行います。

学校教育課

市民環境課

児童生徒の居場所づくり

教育相談室「こころのまど」を開設するとともに、適応指導教室「ここ

ろのひろば」にスクールカウンセラー等の専門スタッフを配置し、不登

校となっている児童生徒が学校生活へ復帰等できるよう支援します。ま

た、不登校生徒の新たな学びの場として、中学校内に「フリースクー

ル」を設置し、学習等のサポートを行います。

また、地域で、小学生が放課後や土曜日に安全・安心な場所で学習・遊

び・異世代交流などを体験できる居場所として「放課後子ども教室」を

実施します。

学校教育課

社会教育課
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みんなで支えあう丹後こころ

の支援ネットワーク

丹後2市2町で構成する“みんなで支えあう丹後こころの支援ネットワー

ク”の共同事業や啓発活動など、自殺予防に資する活動に参画し、地域

を挙げて自殺対策を総合的に推進します。

社会福祉課

京都府丹後保健所

宮津市青少年問題協議会
次代を担う青少年が社会的に自立し、豊かな人間性や社会性を育むため

に各種事業及び啓発活動を推進します。
社会教育課

健康づくりの推進
運動の習慣化、食生活の改善、病気の予防・早期発見の推進など、幅広

い視点から市民の健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を図ります。
健康・介護課

民生委員・児童委員及び協力

者の活動

地域住民の最も身近な相談相手である民生委員・児童委員、協力者の地

域における活動が確立されるよう支援します。
社会福祉課

社会福祉課

地域福祉活動の推進

宮津市社会福祉協議会と連携し、だれもが住み慣れた地域で、いつまで

も、安心して、生きがいを持って生活していくため、地域全体で支え合

い、助け合う地域づくりを推進します。

社会福祉課

子ども・子育て支援の推進

「みんなで育み　みんなが育まれるまち　みやづ」を基本理念とし、子

育てを地域全体で支えることができるよう、切れ目のない子育て支援と

多様な人々の繋がりが生まれる「子育てにやさしいまち」の実現を目指

します。

子ども未来課

宮津市障害者自立支援ネット

ワーク会議

宮津市内の障害児・者の福祉について、医療・保健・福祉・教育及び就

労等に関係する機関とのネットワークを構築し、障害児・者の自立を支

援します。

社会福祉課

こども家庭センターの運営

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、子どもに関する相談全般か

ら、より専門的な相談対応支援体制の充実を図るとともに、さまざまな

媒体の活用を通じて子育てに関する情報提供を充実します。

母子保健及び育児に関する総合支援窓口において、保健師が相談に応じ

ます。また、母子手帳交付時の面接、乳幼児健診等を通じて支援が必要

な母子を早期に把握し、電話や訪問により、育児不安を取り除けるよう

アドバイス等を行います。

子ども未来課

健康・介護課

認知症サポーター養成の推進

各地域、団体、職場や小・中学校等において「認知症サポーター養成講

座」を開催し、認知症の人の地域での見守り等の意識の向上を図りま

す。

健康・介護課

第４章　計画の基本的な考え方

高齢者支援の推進

だれもが住み慣れた地域で、いつまでも健康でいきいきと生活し、その

人らしく幸せに暮らせるよう、みんなで支え合う地域共生社会を実現す

るため、「みんながともにつながり支え合い　高齢者も幸せに暮らせる

まち　みやづ」を基本理念とした高齢者福祉の施策を推進します。

健康・介護課

障害者支援の推進

障害のある人もない人も、等しく基本的人権を享受するかけがえのない

個人として尊重され、それぞれの役割と責任を持って、共に社会の一員

として社会活動に参加し、「障害のある人もない人も　ともに生き生き

と暮らすまち　みやづ」を基本理念とした障害者福祉の施策を推進しま

す。また、障害者自立支援協議会として宮津市障害者自立支援ネット

ワーク会議を開催し、関係機関の連携の下、障害のある人の地域生活に

おける課題の把握や対応策を検討、解決に向けた事業を実施します。
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ゲートキーパー関連研修会

（出前講座）

希望する団体・企業等に対して、ゲートキーパーに関する講座を行うこ

とで、自殺に関する基礎知識の普及を図ります。
京都府丹後保健所

職員の意識向上

市職員は市民からのあらゆる相談窓口にもなります。宮津市役所の各セ

クションが連携し、包括的・全庁的に自殺対策が進められるよう、市職

員に対し必要な研修を実施します。

総務課

社会福祉課

ゲートキーパー養成研修会

市職員や民生委員・児童委員などを対象に、こころの健康の理解を深

め、周りの人の異変に気づくこと、気づいた場合に適切に行動するこ

と、必要時に適切な相談機関につなぐこと等ができるよう、ゲートキー

パーを養成します。

社会福祉課

総務課

第４章　計画の基本的な考え方

　(2)　自殺対策を支える人材の育成

　 ハイリスクに至る前の早期対応を図るため、悩みを抱える人に気付き、声をかけ、必要に応じて専

門の相談窓口につなぎ、見守る「ゲートキーパー」の育成を推進します。

①自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る取組

取　組 内　容 担当課・団体
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ゲートキーパー養成研修会

（再掲）

市職員や民生委員・児童委員などを対象に、こころの健康の理解を深

め、周りの人の異変に気づくこと、気づいた場合に適切に行動するこ

と、必要時に適切な相談機関につなぐこと等ができるよう、ゲートキー

パーを養成します。

社会福祉課

総務課

自殺予防パンフレット作成・

配布

自殺予防のため、「市民一人ひとりが自殺予防の主役となる意義やその

必要性」、また、自殺の危機に遭遇した場合、「一人で悩みを抱えず、

遠慮せず誰かに助けを求める」自殺予防パンフレットを作成します。ま

た一人でも多くの住民が自殺予防に対する意識の醸成が図られるよう

様々な機会を通じて配布し、啓発を図ります。

社会福祉課

情報発信・街頭啓発

自殺予防週間・自殺対策強化月間において、関係機関窓口や街頭での啓

発活動を行い、自殺予防を呼びかけます。また、日頃から相談窓口につ

いて発信すると共に、自殺予防に係る情報を提供します。

社会福祉課

京都府丹後保健所

①市民一人ひとりの気づきと見守りを促す取組

取　組 内　容 担当課・団体

いのち支える相談窓口

【相談支援体制の充実等】

日々の様々な生活の場面において、悩んだり、困ったときは、ひとりで

悩まず『～いのち支える～相談窓口』までご連絡ください。

『～いのち支える～相

談窓口一覧』相談機関

名をご覧ください

第４章　計画の基本的な考え方

　(3)　住民への啓発と周知

　自殺に対する理解を深めるとともに、各相談窓口やメンタルヘルスに関する啓発をイベントやＳＮＳ

などの様々な方法で行い、悩みを抱えた人が適切な支援につながるよう市民への周知を行う取り組みを

進めます。
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オレンジカフェ推進事業の充

実

閉じこもり高齢者や軽度認知症高齢者及びその家族などを対象として、

専門職等の指導による認知症予防の取組を継続的に実施するとともに、

参加者同士が交流しあう場を増やすなどの取組を推進します。

健康・介護課

保育所の子育て相談機能
未就園児の親子を対象として、「親子の広場」や「子育てサポートセン

ター」等、各保育所で子育て相談等を実施します。
子ども未来課

市民困りごと相談 差別や虐待、いじめ等人権上の悩みに人権擁護委員が相談に応じます。 市民環境課

ひとり親家庭に対する相談体

制の充実

母子・父子自立支援員による相談等、関係機関の相談・支援体制の充実

を図ります。
子ども未来課

障害児相談支援事業
児童発達支援センター「すずらん」等において、療育やサービスの利用

にかかる保護者等の相談、助言等を行います。
社会福祉課

民生委員・児童委員による相

談援助

民生委員・児童委員は、高齢者、障害のある人や介護家族等を見守る

ネットワークの中心的な役割を担っています。地域住民の最も身近な相

談相手であり、相談、助言などの援助を行います。

社会福祉課

宮津市福祉・教育総合プラザ

における相談支援の充実

自殺予防対策の総合窓口、こども家庭センター、こころの健康相談窓

口、直営の地域包括支援センター、障害者生活支援センター、宮津市教

育支援センター（こころのまど）など、福祉・教育分野の相談支援窓口

の連携強化と併せ、適切な支援体制の充実を図ります。

社会福祉課

子ども未来課

健康・介護課

学校教育課

こころの健康に関する支援

・グループワークの実施などにより、精神障害のある人の社会参加の機

会を確保していきます。

・精神障害のある人が地域で生活するために、医療、保健、福祉の関係

機関が連携し、家庭訪問を実施するなど、互いに支え合う環境づくりを

進めます。

・精神障害のある人やその家族にとって、身近に相談できる窓口として

精神障害者相談員を設置し、支援にあたります。

社会福祉課

ほっこりスペース無相堂への

支援

孤立した人や悩んでいる人が住み慣れた地域の中で気軽に悩みを語れ

る、こころの癒し（ほっこり）を提供する居場所「ほっこりスペース無

相堂」の活動を支援します。

社会福祉課

京都府丹後保健所

①心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりの推進

取　組 内　容 担当課・団体

精神保健医療福祉サービス

うつ傾向やその他精神疾患の可能性のある人などを対象として、市と関

係機関が連携し、相談・訪問などを行い、必要に応じて精神保健医療福

祉サービスを利用できるよう支援します。

社会福祉課

第４章　計画の基本的な考え方

　(4)　生きることの促進要因への支援

　悩みを抱える人の様々なニーズに対応できるよう各相談窓口を設置するとともに、悩みを抱える人の

相談を受け止め、適切な支援につなぐことができる体制づくりを行います。
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障害児療育の充実

障害のある子どもの社会的な自立や発達を促すため、障害児通所支援事

業や日中一時支援事業等、身近な地域で支援を受けられる体制を充実し

ます。

社会福祉課

地域活動等担い手・育成支援

事業

高齢者が介護予防や健康づくりに主体的に関わり、就労やボランティア

等を通じて、地域活動等の担い手として積極的に参加できるよう支援し

ます。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

家庭の教育力の向上
PTA活動や図書館事業を通じた家庭教育事業に取り組むとともに、子育

て支援センター等を活用し、保護者に対する学習活動に取り組みます。
社会教育課

障害者教育の推進
障害者が主体的に学習し、仲間との交流を深めるために、障害者教育の

機会を提供します。（青年学級、視覚・聴覚障害者教室）
社会教育課

公民館活動等の推進
公民館活動等を通じ、住民相互のつながりや交流を図るとともに、住民

ニーズや現代的課題などに関する学習活動を推進します。
社会教育課

宮津市すこやか大学の運営
高齢者が主体的に学習し、仲間との交流を深め、自己の充実を図るた

め、宮津市すこやか大学を開講し、各種講座を開催します。
社会教育課

老人クラブへの活動支援
地域の老人クラブの自主的な学習・文化活動の活性化のための活動を支

援します。
社会福祉課

敬老会事業等の支援

地域の75歳以上の高齢者が集う地域の敬老会など高齢者相互の交流の

ほか、多世代交流事業や社会参加促進を目指したスキルアップ事業を支

援します。

社会福祉課

地域ささえあいセンターの管

理・運営

市の委託を受け、生活、健康等の相談をはじめ、健康増進、教養文化の

向上、憩いの場として、生きがい・仲間づくりのクラブ活動等を実施す

る地域ささえあいセンターの管理・運営を行います。

宮津市社会福祉協議会

高齢者のボランティア活動の

促進

高齢者が豊かな経験と知識を社会に還元するため、高齢者が参加しやす

いボランティア講座の開催等を推進するとともに、地域の方との交流や

気軽にボランティア体験ができる機会の提供に努めます。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

ボランティアの育成・支援

市民の日常生活におけるちょっとした困りごとや、既存サービスの隙間

で対応できる住民参加型の在宅福祉サービス「暮らしのかけ橋」事業を

支援します。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

グループ・サークル活動等の

育成支援

住民の自主的な学習・文化活動の活性化のため、グループ・サークル活

動の育成を図るとともに、子育てグループや老人クラブなどの活動を支

援します。また、学習や文化活動をより楽しく充実できるよう、その成

果を発表する機会の創出に努めます。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

こども家庭センターの運営

（再掲）

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、子どもに関する相談全般か

ら、より専門的な相談対応支援体制の充実を図るとともに、さまざまな

媒体の活用を通じて子育てに関する情報提供を充実します。

母子保健及び育児に関する総合支援窓口において、保健師が相談に応じ

ます。また、母子手帳交付時の面接、乳幼児健診等を通じて支援が必要

な母子を早期に把握し、電話や訪問により、育児不安を取り除けるよう

アドバイス等を行います。

子ども未来課

健康・介護課

第４章　計画の基本的な考え方
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自殺予防パンフレット作成・

配布（再掲）

自殺予防のため、「市民一人ひとりが自殺予防の主役となる意義やその

必要性」、また、自殺の危機に遭遇した場合、「一人で悩みを抱えず、

遠慮せず誰かに助けを求める」自殺予防パンフレットを作成します。ま

た一人でも多くの住民が自殺予防に対する意識の醸成が図られるよう

様々な機会を通じて配布し、啓発を図ります。

社会福祉課

人権教育・啓発の推進

同和問題、女性、子ども、高齢者、障害のある人、性的マイノリティ

（LGBTQ+）等様々な人権問題について、関係する企業・その他関係団

体とも連携し、よりよい人権尊重社会の実現に向けた人権教育・啓発の

取組を進めます。

市民環境課

社会教育課

養護老人ホームへの入所措置
65歳以上で経済的理由等により自宅での生活が困難な高齢者への入所

手続きを行います。
社会福祉課

地域サロン活動（再掲）
身近にある集会所等において、在宅の高齢者、障害のある人、地域住民

を対象に、見守りや介護予防等を目的としたサロン活動を支援します。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

病気の予防・早期発見の推進
病気を早期に発見するため、健康診査及び各種がん検診など受診勧奨等

を充実し、事後指導が必要な方への保健指導を行います。
健康・介護課

ファミリー・サポート・セン

ター事業

子育て家庭に対して、援助を受けたい人と援助を行いたい人との会員登

録による育児の手助けを行います。
子ども未来課

消費者行政活性化事業

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどの受付

け、対応を行う宮津与謝消費生活センターを宮津与謝1市2町で開設

し、消費生活に関する相談対応や、啓発活動を行います。

商工観光課

産婦健康診査事業（産後うつ

対応事業）

産後間もない時期に医療機関等で行う産婦健診について市で助成しま

す。精神的に最も不安定になりやすい時期にエジンバラ産後うつ病質問

票を用いて、健診を行うことで医療機関と連携し、必要時、産後ケア事

業などの適切な支援につなぎます。

健康・介護課

②社会全体の自殺リスクを低下させる取組

取　組 内　容 担当課・団体

ゲートキーパー養成研修会

（再掲）

市職員や民生委員・児童委員などを対象に、こころの健康の理解を深

め、周りの人の異変に気づくこと、気づいた場合に適切に行動するこ

と、必要時に適切な相談機関につなぐこと等ができるよう、ゲートキー

パーを養成します。

社会福祉課

総務課

LINE相談の周知

こども家庭庁が実施する「親子のための相談LINE」など、対面では相

談が難しい方への相談窓口を周知します。様々な不安や悩みを抱える方

が追い詰められたり、孤立しないよう支援します。

子ども未来課

地域サロン活動
身近にある集会所等において、在宅の高齢者、障害のある人、地域住民

を対象に、見守りや介護予防等を目的としたサロン活動を支援します。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

居場所づくり事業

地域住民等が気軽に集えるカフェの実施や、ひきこもり、障害等の理由

でなかなか就労できない、子どもの勉強場所がない等、課題の解消に向

けた居場所づくり事業を支援します。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

第４章　計画の基本的な考え方
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第４章　計画の基本的な考え方

生活支援体制整備事業

高齢者の生活支援を担う事業主体との連携や、多様な日常生活上の支援

体制を整備、充実するほか、高齢者の地域での生活を支える基盤づくり

を推進します。

健康・介護課

包括的支援事業の推進

住み慣れた地域でいつまでも暮らすことができるよう、「医療・介護・

予防・住まい・生活支援」を地域で一体的に提供する地域包括ケアシス

テムを推進します。

健康・介護課

包括的・継続的ケアマネジメ

ント

地域包括支援ネットワークの構築や介護支援専門員への支援を行うとと

もに、支援困難事例などへの指導・助言等を実施します。
健康・介護課

子どもの貧困対策
子ども食堂への支援を通じて、経済的に困難な家庭の子どもと保護者の

孤立を防止し、経済的負担を軽減します。
子ども未来課

就学児童援助事業

就学生徒援助事業

就学困難な児童生徒や特別支援教育を受ける児童生徒の保護者の経済的

負担を軽減します。
学校教育課

重度心身障害児者医療費支給

事業

75歳未満の重度心身障害児者が必要とする医療費を所得状況に応じて

支給します。
社会福祉課

重度心身障害老人健康管理費

支給事業
障害のある高齢者に係る医療費を所得状況に応じて支給します。 社会福祉課

ひとり親家庭等に対する就労

支援

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業及び高等技能訓練促進給付金

事業を継続し、事業の啓発、就労支援に努めます。
子ども未来課

ひとり親家庭医療費支給事業
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びひとり

親等の医療費を所得状況に応じて支給します。
子ども未来課

高校生を対象とした給付型奨

学金

義務教育段階の就学援助制度に続く切れ目のない支援として、経済的支

援が必要な生徒に奨学金を支給します。

①高校生給付型奨学金

②奨学のための給付金［高校生等奨学給付金］

①京都府丹後保健所

②在学高等学校・京都府

児童扶養手当・特別児童扶養

手当の支給

子育て家庭の経済的負担の軽減に努め、子どもの福祉の増進を図ること

を目的に手当を支給します。

子ども未来課

社会福祉課

就労準備支援事業

直ちに就労が困難な生活困窮者を対象に、生活習慣の改善や一般就労に

向けた就労機体験の提供など社会人としての基礎能力の形成を支援しま

す。

社会福祉課

生活保護事務
生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭に対する扶助や就

労、進学等に対する給付を行います。
社会福祉課

生

活

困

窮

者

自

立

支

援

事

業

自立相談支援事業
経済的に困窮し、複合的な課題を持つ方からの生活や就労などに関する

相談を広く受け止め、就労その他の自立に向けた支援を行います。
社会福祉課

住宅確保給付金

離職等により住居を失った又は失う恐れがある方に対し、就労活動等を

要件として一定期間の家賃を支給するとともに、就労に向けた支援を行

います。

社会福祉課

居住支援事業 住居のない生活困窮者に一時的に宿泊場所等を提供します。 社会福祉課
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第４章　計画の基本的な考え方

更生保護サポートセンター
罪を犯した人及び非行少年の立ち直りや社会復帰について、保護司が相

談に応じます。
宮津与謝地区保護司会

健康相談・訪問事業

40歳以上の市民を対象に健康相談日を設け、健康に関する相談に応対

します。また、各地区公民館等において、心身の健康に関する相談に対

応するほか、保健指導が必要な方に保健師等が訪問して、必要な指導を

行い心身機能の低下防止と健康増進を図ります。

健康・介護課

子育て支援センターの充実

（地域子育て支援拠点事業）

子育て支援センター「にっこりあ」における保護者等の交流促進、子育

て相談、託児サービスの実施により、利用者の多用なニーズに沿った子

育て支援事業を充実します。

子ども未来課

子育て総合情報の充実
子育てに関するガイドブックの発行や、若い世代が利用しやすいSNS等

による発信など、総合的な子育て情報の提供に努めます。
子ども未来課

いじめ防止対策の推進（再

掲）

宮津市いじめ問題対策連絡会議や宮津市いじめ防止対策推進委員会等を

組織し、いじめ防止等のための連携・対応を行います。

また、重大事態が発生した場合は宮津市いじめ調査委員会において、調

査・審議を行います。

学校教育課

市民環境課

児童生徒の居場所づくり（再

掲）

教育相談室「こころのまど」を開設するとともに、適応指導教室「ここ

ろのひろば」にスクールカウンセラー等の専門スタッフを配置し、不登

校となっている児童生徒が学校生活へ復帰等できるよう支援します。ま

た、不登校生徒の新たな学びの場として、中学校内に「フリースクー

ル」を設置し、学習等のサポートを行います。

また、地域で、小学生が放課後や土曜日に安全・安心な場所で学習・遊

び・異世代交流などを体験できる居場所として「放課後子ども教室」を

実施します。

学校教育課

社会教育課

高齢者の安全の確保

高齢者の安否確認や異変の早期発見のため、事業所等を対象とした研修

を実施するなど、宮津市高齢者等見守りネットワークを充実します。ま

た、行方不明になる危険のある方には事前登録をお願いし、SOS（徘

徊）ネットワーク参画事業者等への早期の情報提供体制を構築するとと

もに、声かけや発見時の対応力等の向上を図ります。

社会福祉課

健康・介護課

在宅医療・介護連携事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、自宅等の住み慣れた場

所で自分らしい生活を続けることができるよう在宅医療と介護を一体的

に提供するために医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進しま

す。

健康・介護課

権利擁護業務

高齢者虐待・障害者虐待への対応等、高齢者及び障害者の権利擁護にか

かわる相談や支援、成年後見制度利用に向けた情報提供や相談・支援を

行い利用を促進します。

健康・介護課

社会福祉課

認知症総合支援事業

認知症に対する正しい理解の普及・啓発や認知症の予防、早期発見・早

期対応、認知症の人とその家族への支援、認知症の人を含む高齢者にや

さしい地域づくりに向けた取組を推進します。

健康・介護課

介護予防ケアマネジメント業

務

元気な高齢者の一般介護予防や要支援１、２及び事業対象者の重度化防

止、自立支援に向けたケアマネジメントを実施します。
健康・介護課

子ども第三の居場所づくり事

業（再掲）

生活や学習等の環境に課題や困難を抱える子どもや不登校（不登校傾

向）にある子どもを対象に、放課後等に安心して過ごすことのできる居

場所「子どもサポートセンター”ぽけっと”」を提供し、将来の自立につ

ながる力を身に付けることができるよう支援します。

学校教育課
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第４章　計画の基本的な考え方

こころの健康に関する支援

（再掲）

・グループワークの実施などにより、精神障害のある人の社会参加の機

会を確保していきます。

・精神障害のある人が地域で生活するために、医療、保健、福祉の関係

機関が連携し、家庭訪問を実施するなど、互いに支え合う環境づくりを

進めます。

・精神障害のある人やその家族にとって、身近に相談できる窓口として

精神障害者相談員を設置し、支援にあたります。

社会福祉課

宮津市福祉・教育総合プラザ

における相談支援の充実（再

掲）

自殺予防対策の総合窓口、こども家庭センター、こころの健康相談窓

口、直営の地域包括支援センター、障害者生活支援センター、宮津市教

育支援センター（こころのまど）など、福祉・教育分野の相談支援窓口

の連携強化と併せ、適切な支援体制の充実を図ります。

社会福祉課

子ども未来課

健康・介護課

学校教育課

いのち支える相談窓口

【相談支援体制の充実】（再

掲）

日々の様々な生活の場面において、悩んだり、困ったときは、ひとりで

悩まず『～いのち支える～相談窓口』までご連絡ください。

『～いのち支える～相

談窓口一覧』相談機関

名をご覧ください

精神保健医療福祉サービス

（再掲）

うつ傾向やその他精神疾患の可能性のある人などを対象として、市と関

係機関が連携し、相談・訪問などを行い、必要に応じて精神保健医療福

祉サービスを利用できるよう支援します。

社会福祉課

③自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組

取　組 内　容 担当課・団体

自殺未遂者への相談支援
救急医療機関、保健所等と連携し、自殺未遂者に対する支援情報の提供

及び相談支援等を行います。
社会福祉課

DV防止対策・被害者支援

DV 未然防止に向け、意識啓発を進めるとともに、職員のスキルアップ

に取り組みます。

また、DV 事例が発生した際には迅速に対応し、警察や家庭支援総合セ

ンター等と連携し、被害者の安全に万全を期します。

市民環境課

多様な人々の繋がりによる子

育て機運の醸成

子育て応援イベントの開催など、多様な人々の繋がりによる「まち全体

での子育て」に向けた機運醸成を図るとともに、子育て応援事業所をは

じめとする地域ぐるみで子育て家庭を支えるまちづくりに取り組みま

す。

子ども未来課

居場所づくり事業（再掲）

地域住民等が気軽に集えるカフェの実施や、ひきこもり、障害等の理由

でなかなか就労できない、子どもの勉強場所がない等、課題の解消に向

けた居場所づくり事業を支援します。

社会福祉課

宮津市社会福祉協議会

性的マイノリティ

（LGBTQ+）対策（教育・啓

発等）

性的マイノリティ（LGBTQ+）に理解と認識を広げるための教育・啓発

を推進します。
市民環境課

福祉なんでも相談窓口
生活困窮者自立支援、福祉サービス利用援助、生活福祉資金貸付など福

祉に関する相談窓口を設置し、相談者に寄り添う支援を行います。
宮津市社会福祉協議会

高齢者総合相談支援業務

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心

身の状況や生活の実態など必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、

地域における適切な保健・医療・福祉サービス機関又は制度につなげる

等の支援を行います。

健康・介護課

28



第４章　計画の基本的な考え方

健康相談・訪問事業

（再掲）

40歳以上の市民の方を対象に健康相談日を設け、健康に関する相談に

応対します。また、各地区公民館等において、心身の健康に関する相談

に対応するほか、保健指導が必要な方に保健師等が訪問して、必要な指

導を行い心身機能の低下防止と健康増進を図ります。

健康・介護課

労働相談事業

さまざまな労働に関する相談を専門の司法書士が無料相談にて対応しま

す。相談の内容により、専門の司法書士の面接相談又は事件受託に移行

したり、国や他の労働に関する機関を紹介することにより相談者の問題

解決の方法についての助言を行います。

京都司法書士会

経営相談

専門相談員等による経営などの相談指導、関係機関との連携、情報提供

を行い、経営全般に関する問題に対し、経営者や家族、後継者に対し幅

広い問題に関する相談を行います。

宮津商工会議所

事業主・中間管理職・労働者

に対するメンタルヘルス対策

（研修等）

業務における心身の疲労やストレスによる精神疾患の発生を予防するた

め、セミナー等の実施に取り組みます。
商工観光課

職場におけるハラスメント対

策（啓発等）

市内企業に対してパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメン

ト、マタニティ・ハラスメントなどの防止と予防に向けた啓発を行うと

ともに、関係機関とも連携し、相談や被害者への適切な支援を行いま

す。

商工観光課

市民環境課

⑤勤務・経営の対策を推進する取組

取　組 内　容 担当課・団体

ワーク・ライフ・バランスの

推進

企業・事業所におけるワーク・ライフ・バランスの改善に向け、育児・

介護休業制度の充実や男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立がし

やすい企業文化の普及など、関係機関と連携して啓発を行います。

商工観光課

市民環境課

子ども未来課

民生委員・児童委員による相

談援助（再掲）

民生委員・児童委員は、高齢者、障害のある人や介護家族等を見守る

ネットワークの中心的な役割を担っています。地域住民の最も身近な相

談相手であり、相談、助言などの援助を行います。

社会福祉課

宮津市福祉・教育総合プラザ

における相談支援の充実（再

掲）

自殺予防対策の総合窓口、こども家庭センター、こころの健康相談窓

口、直営の地域包括支援センター、障害者生活支援センター、宮津市教

育支援センター（こころのまど）など、福祉・教育分野の相談支援窓口

の連携強化と併せ、適切な支援体制の充実を図ります。

社会福祉課

子ども未来課

健康・介護課

学校教育課

④遺された人への支援を充実する取組

取　組 内　容 担当課・団体

自死遺族への支援
自死遺族への支援を行うため、地域自殺対策推進センター等と連携し、

適切な情報提供や必要な支援を行います。
社会福祉課
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こども家庭センターの運営

（再掲）

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、子どもに関する相談全般か

ら、より専門的な相談対応支援体制の充実を図るとともに、さまざまな

媒体の活用を通じて子育てに関する情報提供を充実します。

母子保健及び育児に関する総合支援窓口において、保健師が相談に応じ

ます。また、母子手帳交付時の面接、乳幼児健診等を通じて支援が必要

な母子を早期に把握し、電話や訪問により、育児不安を取り除けるよう

アドバイス等を行います。

子ども未来課

健康・介護課

健康相談・訪問事業

（再掲）

40歳以上の市民の方を対象に健康相談日を設け、健康に関する相談に

応対します。また、各地区公民館等において、心身の健康に関する相談

に対応するほか、保健指導が必要な方に保健師等が訪問して、必要な指

導を行い心身機能の低下防止と健康増進を図ります。

健康・介護課

DV防止対策・被害者支援（再

掲）

DV 未然防止に向け、意識啓発を進めるとともに、職員のスキルアップ

に取り組みます。

また、DV 事例が発生した際には迅速に対応し、警察や家庭支援総合セ

ンター等と連携し、被害者の安全に万全を期します。

市民環境課

産婦健康診査事業（産後うつ

対応事業）（再掲）

産後間もない時期に医療機関等で行う産婦健診について市で助成しま

す。精神的に最も不安定になりやすい時期にエジンバラ産後うつ病質問

票を用いて、健診を行うことで医療機関と連携し、必要時、産後ケア事

業などの適切な支援につなぎます。

健康・介護課

困難な問題を抱える女性への

支援

日々の生活において、生きづらさや困難な問題を抱える女性への相談対

応や、課題解決に向けた専門機関との連携による支援を行います。
市民環境課

⑥女性への支援を推進する取組

取　組 内　容 担当課・団体
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児童生徒の居場所づくり（再

掲）

教育相談室「こころのまど」を開設するとともに、適応指導教室「ここ

ろのひろば」にスクールカウンセラー等の専門スタッフを配置し、不登

校となっている児童生徒が学校生活へ復帰等できるよう支援します。ま

た、不登校生徒の新たな学びの場として、中学校内に「フリースクー

ル」を設置し、学習等のサポートを行います。

また、地域で、小学生が放課後や土曜日に安全・安心な場所で学習・遊

び・異世代交流などを体験できる居場所として「放課後子ども教室」を

実施します。

学校教育課

社会教育課

要保護児童への支援体制の充

実（再掲）

要保護児童対策地域協議会により関係機関（保育所、幼稚園、学校、医

師会、民生委員・児童委員、弁護士、京都府、警察、法務局、消防等）

との連携を強化し、個々のケースに応じて迅速かつ適切な対応を図りま

す。

子ども未来課

いじめ防止対策の推進（再

掲）

宮津市いじめ問題対策連絡会議や宮津市いじめ防止対策推進委員会等を

組織し、いじめ防止等のための連携・対応を行います。

また、重大事態が発生した場合は宮津市いじめ調査委員会において、調

査・審議を行います。

学校教育課

市民環境課

子ども第三の居場所づくり事

業（再掲）

生活や学習等の環境に課題や困難を抱える子どもや不登校（不登校傾

向）にある子どもを対象に、放課後等に安心して過ごすことのできる居

場所「子どもサポートセンター”ぽけっと”」を提供し、将来の自立につ

ながる力を身に付けることができるよう支援します。

学校教育課

LINE相談の周知（再掲）

こども家庭庁が実施する「親子のための相談LINE」など、対面では相

談が難しい方への相談窓口を周知します。様々な不安や悩みを抱える方

が追い詰められたり、孤立しないよう支援します。

子ども未来課

ヤングケアラー支援

ヤングケアラーの調査・対象者の把握を行い、ケアを必要とする方が適

切なサービスを受けられるよう、福祉・保健・介護・医療・教育等の関

係機関が連携し、子どもや若者・家族を包括的に支援します。

子ども未来課

学校教育課

放課後児童クラブ
保護者が就労等により日中不在となる家庭の小学生に対し、放課後や学

校休業日に安心して過ごす居場所を提供します。
子ども未来課

　(5)　児童生徒のSOSの出し方に関する教育

　自殺総合対策大綱では、「子ども・若者の自殺対策を更に推進する」ことが重点施策の一つとして示

されており、ＳＯＳの出し方に関する教育などの必要性が明記されています。本市においても、学校や

地域、関係機関と連携し、子どもが自身の抱えている悩みを誰かに相談できるような支援を行います。

①子ども・若者への支援を推進する取組

取　組 内　容 担当課・団体
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こども家庭センターの運営

（再掲）

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、子どもに関する相談全般か

ら、より専門的な相談対応支援体制の充実を図るとともに、さまざまな

媒体の活用を通じて子育てに関する情報提供を充実します。

母子保健及び育児に関する総合支援窓口において、保健師が相談に応じ

ます。また、母子手帳交付時の面接、乳幼児健診等を通じて支援が必要

な母子を早期に把握し、電話や訪問により、育児不安を取り除けるよう

アドバイス等を行います。

子ども未来課

健康・介護課

子育て支援センターの充実

（地域子育て支援拠点事業）

（再掲）

子育て支援センター「にっこりあ」における保護者等の交流促進、子育

て相談、託児サービスの実施により、利用者の多様なニーズに沿った子

育て支援事業を充実します。

子ども未来課

第４章　計画の基本的な考え方
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誰ひとり自殺を考えない生き心地のよいまち　みやづ

行政（宮津市）をはじめ、地域住民や宮津市自治連合協議会、宮津市社会福祉協議会、宮津市民生児童委員協議会など各関係

団体がつながり、支え合い、面となって、気づき、声かけ、話をきく、つなぐ、見守るといったセーフティネットを構築しな

がら、一方で、いのち支える相談窓口を含め、基本施策・重点施策などの公的サービスによる支援を実施する中で、すべての

市民が『誰ひとり自殺を考えない生き心地のよいまち　みやづ』を享受できる体制をイメージしたものです。

第５章　計画の推進体制

１　自殺対策における連携・ネットワークの強化

　自殺対策は、市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政等がそれぞれの役割を果たすとと

もに、相互に連携、協力を図りながら、取組を推進します。また、計画の推進にあたっては、こうした

関係機関のほか、近隣市町・府・地域ネットワーク団体等の連携・協力を仰ぎ、ネットワークを強化

し、各種施策の取組を推進します。

２　計画の進捗管理

　毎年、宮津市自殺対策推進協議会を開催し、計画の進捗状況等について、点検、評価し、その着実な

推進を図るほか、必要があると認める場合には、計画の見直しを行い、進捗管理を行います。

　また、本計画で位置付ける基本施策及び重点分野ごとの個別事業の進捗管理や地域の課題を検討する

場として宮津市自殺対策庁内連絡会議で協議、検討を行い、各事業の円滑な推進を図ります。

推進体制のイメージ

話をきく

求め つなぐ

気づく

声かけ

市民

地域住民

宮津市自殺対策推進協議会

宮津市自殺対策庁内連絡会

地域包括支援センター

宮津市民生児童委員協議会

宮津警察署

宮津商工会議所

宮津市社会福祉協議会

与謝医師会

京都司法書士会

宮津市自治連合協議会

丹後保健所

行政(宮津市)

その他の関係機関・団体

職域（ハローワーク等）

いのち支える相談窓口

保育園・幼稚園

小学校

中学校

高等学校

支援（公的サービス）

見守る
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